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現状の法制度等の課題と解決の方策

• 野生動物保護管理の原則
• 野生動物管理の三重構造（国・県・市町村）
• 鳥獣保護管理法（特定計画）と鳥獣害防止特措
法（被害防止計画）の整合性

• 広域管理組織の創設
• 管理ユニットに基づく個体数管理

• 鳥獣保護管理法（特定計画）と鳥獣被害防止特
措法（被害防止計画）

野生動物保護管理の原則

日本モデルの5原則
1）生態系の構成要素として、
生物多様性保全のために持
続可能な資源管理を行う
2）秩序ある捕獲でアニマル
ウェルフェアに配慮する
3）補完性原則に基づく
4）個人の動機に基づく捕獲と
公共目的を達成するための捕
獲を峻別する
5）科学的情報に基づいて順
応的管理を行う

北米モデルの7原則
1）公共財としての野生動物
2）狩猟獣市場の排除
3）法律による決定
4）捕殺は合法的な目的の場
合に限る

5）野生動物は国家および国
際的な自然資源

6）スポーツ狩猟は倫理的で正
当な捕獲として特徴づけら
れる

７）科学的根拠をもとにした野
生動物管理指針の策定



補完性原則
1992年のＥＵ（当時はＥＣ）マーストリヒト条約

ＥＵでは，基礎自治体（ドイツならばゲマインデ）が行政
上の施策の先決権を持ち，以下，より広域で決定，実施
すべき課題・施策が，ドイツならば郡（クライス），州（ラン
ト），連邦，ＥＵの順に広域の機関が担当するという仕組
みが認められた。

施策の決定権の基準は，「必然性」と「効率性」、指標と
しては理解に基づく「共感」。

自然資源管理の場合も，対象とする資源によって，「共
感」の（最大限の，あるいは最適の）空間的範囲はそれ
ぞれ異なるのであり，その空間的レベルに応じた自治単
位がその管理，つまり合意形成と，計画の作成，実行，
モニタリングを担う。

土屋俊幸（2014） 野生動物管理の理想像 『野生動物管理システム』 梶・土屋編、東京大学出版会

野生動物管理の三重構造（国・県・市町村）
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・指定鳥獣捕獲等事業

生息地管理
・山岳地帯
・国立公園
・国有林

時間

（自助）

（公助、共助）



農林水産省資料

鳥獣保護管理法（特定計画）と鳥獣被害
防止特措法（被害防止計画の整合性）

解決策

役割の明確化および情報の共有
とそれぞれが担う役割への協力
・個体数管理は都道府県
認定事業者の役割は個体数管理
およびアクセス困難地での捕獲

・被害防除は市町村
実施隊の役割は被害防除
（害獣を駆除することに限定）

・都道府県の環境部局と農林部
局での調整により野生動物管理
を一元化する

（例 島根県、兵庫県、神奈川県、
大分県、栃木県）
→農林部局の獣害への関心が
薄れることに注意

課題

二つの性格の異なる法律に基づ
く捕獲事業の計画・評価の複雑
さ

・都道府県による個体数調整（特
定計画制度：環境省所管）

・市町村による駆除（鳥獣害防止
計画：農林水産省所管）



広域管理組織の創設

広域管理指針の策定
（環境省地方環境事務所・農
林水産省・林野庁連携）

広域科学委員会の設
（独立行政法人研究所、公設
研究機関、地域の大学の連
携）

統一的モニタリングと管理
施策の評価
関東山地ニホンジカ広域保護
管理指針（環境省）

県境をまたぐ複数市町村（農
林水産省）

例 新たな国土形成計画（広域
地方計画）について （国土交通
省）

管理ユニットの設置

• 都道府県は市町村あるいは適切な規模での
管理ユニットを設置する。特定計画に基づい
て、管理ユニットごとに個体数の推定、捕獲
数の決定、管理の評価を実施する。
神奈川県丹沢

千葉県



野生動物管理の三重構造（国・県・市町村）
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広域管理組織

管理ユニット

野生動物管理専門官の配置が必用

課題

個体群管理を中心とした鳥獣管理の専
門的知見を有する職員の配置が必要
（中央環境審議会答申 H26年1月）

行政に専門的職員が不足

全都道府県で鳥獣行政を担当している
職員4,361名の内、専門的職員148名
（3.4％）が37都道府県に配置されている。

鳥獣保護管理に関する学位を有するも
のは58名（全体の1.3％、専門的職員の
39％）（博26修 18 学14）にとどまる。

環境省調べ 平成30年4月1日現在

解決策

都道府県・市町村に大学で教育を受け
た専門的職員を配置する

配置例

兵庫県： 森林動物専門員（技術系行政
職員5名の専任）
島根県：鳥獣専門指導員（嘱託5名）及
び鳥獣行政担当職員（常勤6名、2015年
から鳥獣職を選考採用）

福島県猪苗代町：鳥獣害対策専門職員
（常勤1名、嘱託2名、地域おこし協力隊
員1名）
福島県南会津 （嘱託1名）
長野県小諸市：野生鳥獣専門員（常勤1
名）が実施隊隊長

島根県では鳥獣専門指導員（嘱託）を大
田市1名、浜田市2名、益田市1名、吉賀
町1名を配置



統合的な野生動物管理の推進

• 被害防除、生息地管理、個体数管理、資源利用
を統合的に進める。

• 被害防除では統合的獣害防除管理（Integrated 
Wildlife Damage Management）を進める。

• 捕獲推進政策の一方で錯誤捕獲が増加してい
るため、秩序ある捕獲でアニマルウェルフェアに
配慮する。

• 人口縮小を踏まえた土地利用再編による生息
地管理を推進する。

・プログラムの作成、オンラインでの講習、現地講
習、認証制度

野生動物管理の担い手の確保

課題

• 国・都道府県・市町村に専
門職として野生動物管理を
実施する人材が確保されて
いない

• 国（環境省・農林水産省）に
専門家を登録する仕組み
はあるが、研修制度のみで
体系だった人材育成制度を
もたない

• 一定の基準を満たす野生
動物管理の担い手教育制
度が不在

解決策

国・都道府県・市町村に野生
鳥獣の保護管理の専門家とし
て継続的に携わる行政職の
設置

野生鳥獣の保護管理の専門
家の育成と資格認定制度の
検討

野生鳥獣の保護管理専門機
関の設置と充実

大学におけるコアカリキュラム
の整備
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社会基盤としての野生動物管理

・森林官（フォレスター），自然公園管理官
（レンジャー），野生動物管理専門官（ワ
イルドライフレンジャー）の教育

・時代に即した狩猟者と捕獲専門技術者の
育成
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大学におけるコアカリキュラムの
制度と学協会・NPO等における
資格認定制度の整備が必用

野生動物管理専門官・専門的捕獲技術者の人材養成プログラムの構築(例）
中山間地域の野生動物による農林業被害・生態系被害を低減し地域価値を高めるため、大学が地方自治体・NPO・企
業等との連携により、現場重視の調査研究型教育による専門家の人材養成プログラムを構築し、新たな職を創出する。

外部評価委員会による本システムの評価・調査事業

履修証明

入り口管理
5大学修士学生のアドオン
履修、リカレントは野生動
物管理・地域資源管理の
実務３年以上の社会人

品質管理
・授業アンケート
・コラボレーション授業
・授業参観
・学修ポートフォリオ

履修方法
eラーニング・集中講義
調査研究型On the Job 
Training (インターンシップ・
現場での問題解決研究）

学修成果の計測
・評価方法の開発

・地域（現場）での研究発表
・インターンシップ先での評価
・連携自治体による評価

地域の課題

過疎高齢化 農業者減少

狩猟者減少

野生動物被害激増
宇都宮大学

山形大学

大学のシーズ

森林管理

林業者減少

農村計画

野生動物管理

資源利用

野生動物
生理・病態

福島農業復興

北海道
西興部村猟区管理協会
占冠村猟区

山形県

人口減少社会適合型野生
動物管理システム創生拠
点

酪農学園大学

東京農工大学

岐阜大学

栃木県
鳥獣管理士・鳥獣管理技術協会

雑草と里山の科学教育研究センター

栃木県・佐野市
野生動物管理研究拠点

岐阜県・寄附研究部門(鳥獣対策研究部門）
野生動物管理学研究センター

NPO・企業・研究機関6大学と自治体等連携

認定制度の創設
・教習と試験

・「野生生物と社会学会」等学協
会・エゾシカ協会等

認定野生動物管理専門官

認定専門的捕獲技術者
DCC

インターンシップ・OJT

就職先候補
環境省・林野庁
都道府県47
市町村1741
森林組合（民有林）672
農協(農村）504
認定鳥獣捕獲等事業者

コンサル
NPO/NGO 起業

ＣＰＤ （森林総合監理士との連携）

エゾシカ協会 DCC

兵庫県立大学
兵庫県・関西広域連合
兵庫県森林動物研究センター


